
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の確認に伴う市役所の対応について（第２報） 

11月30日の本市報道発表「新型コロナウイルス感染症患者の確認に伴う市役所の対応につ

いて」に関して、次の通り追加します。 

 

１ 当該勤務先の対応について 

保健所の積極的疫学調査により特定された濃厚接触者及び関係する職員（濃厚接触者でない）

に対してＰＣＲ検査を実施した結果、市役所中館１階市民相談担当においては全員の陰性が

確認されました。 

つきましては、12月１日から窓口での市民相談業務を通常通り再開しています。 

 

２ 問い合わせ先について 

 ▼当該勤務先の対応など 

  窓口担当（課長：内藤 伸彦） 電話：06－6489－6400 

 ▼当該職員の勤務状況など  

  給与課（職員健康推進担当）（課長：前田 卓志） 電話：06－6489－6191 

 

 

 

※ 患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。また、施設等に

風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします。 

※ 年代、性別は、個人の特定につながる恐れがあることから公表しておりません。 

以 上  

令和２年 12月２日 

所 属 窓口担当 

所属長 内藤 伸彦 

電 話 06-6489-6400 


